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◎ 立川市では、指定地域密着型サービスを提供する事業者について、立川市高

齢者福祉介護計画に基づき令和７年度中に公募を行います。この募集要項で

は、募集する事業の種類や、応募の方法、指定に向けたスケジュールなどを説明

します。 

 

１. 募集する地域密着型サービス 

 

(1) 立川市内において、次のサービスを提供する事業者を募集します。 

(2) 応募が多数あった場合、立川市高齢者福祉介護計画に基づく整備数の範 

囲内において、事業者を決定します。 

※審査状況によっては、決定事業者が無い場合もあります。 

サービス 整備数 日常生活圏域 

看護小規模多機能型居宅介護 １事業所 未整備地区 

 

２. 応募資格 

 

応募資格については、下記の内容を満たす運営事業者とします。なお、複数 

法人による共同応募は認めません。 

 (1)  運営事業者が行う指定地域密着型サービス事業の内容が、老人福祉法、

介護保険法及び立川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成24年立川市条例第38号）に適合するこ

と。 

 (2) 現に介護保険サービス事業を運営していること又は開設までに十分に職

員育成などを行うことが確実であるなど、事業を実施するにあたり十分な

能力があると認められること。 

 (3)  指定地域密着型サービス事業についての理解と熱意を持って運営できる

こと。 

 (4)  介護保険法第78条の２に規定する指定地域密着型サービス事業者に指定

され、又は指定される見込みであること。 

 (5)  原則として、過去３期連続して営業活動に基づく黒字がでていること。

ただし、一時的な事由による赤字の場合は、この限りではない。なお、過

去３期連続して営業活動に基づく赤字が出ている場合は認められない。 

(6) 国税及び市都民税を滞納していないこと。 

(7) 会社更生法、民事再生法等による更生又は再生手続きを行っている法人

ではないこと。 

(8) 立川市暴力団排除条例（平成23年条例第14号）第２条第１項、第２項及び

第３項に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。 
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３. 日常生活圏域別（６地区）の現状（②・⑥は整備済） 

 

 

【日常生活圏域区分図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（① から④は令和７年１月１日現在） 

  

地区 ① 総人口 ② 高齢化率 
③ 65歳以上 

人 口 

④ 要介護  

認定者数 

① 
南部西地区 

（富士見・柴崎） 
29,351人 

27.2％ 

（第１位） 
8,000人 1,547人 

② 
南部東地区 

（錦・羽衣） 
28,432人 22.6％ 6,451人 1,291人 

③ 
中部地区 

（高松・曙・緑） 
26,603人 19.5％ 5,188人 946人 

④ 
北部東地区 

 （栄・若葉） 
23,769人 

25.3％ 

（第２位） 
6,014人 1,230人 

⑤ 
北部中地区 

 （砂川・柏・泉・幸） 
42,593人 24.7％ 10,543人 1,798人 

⑥ 
北部西地区 

 （上砂・一番・西砂） 
35,509人 

25.2％ 

（第３位） 
8,968人 1,639人 

 
合    計 186,257人 24.2％ 45,164人 8,451人 

※南部東地区に１箇所、北部西地区に１箇所整備されている。 

①南部西地区(富士見・柴崎) 

②南部東地区(羽衣・錦) 

③中部地区(高松・曙・緑) 
④北部東地区(若葉・栄) 

⑥北部西地区(上砂・一番・西砂) 

⑤北部中地区（砂川・柏・泉・幸） 
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４. 事業運営及び施設整備にあたっての要件 

 

事業運営及び施設整備に関しては、下記の内容を順守してください。 

 (1)  事業運営等に関し、立川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成24年立川市条例第38号）に定め

る調査への協力等に係る義務を順守するとともに、市が必要に応じて行う

立入り調査についても協力すること。 

 (2)  老人福祉法の届出を行うこと。 

 (3)  原則、事業者自らによる新築・改修により新たな拠点を整備すること。

ただし、東京都地域医療介護総合確保基金事業（介護分）実施要綱に規定

する土地所有者（オーナー）が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で

整備する事業も募集対象とする。  

 (4)  事業を20年以上継続して行うこと及び運営事業者が建物の所有権又は賃

借権を有すること。ただし、国や都の補助金を活用する場合は、それぞれ

の規定に基づく期間、事業を継続して行うこと。 

 (5)  施設整備設計にあたっては、立川市条例等を含む、建築・防災・都市計

画に係る関係法令等に適合していること。また、応募書類提出前までに当

該設計が関係法令等に適合していることを関係機関に必ず確認すること。 

 (6)  近隣住民に配慮した計画であること。（日照・景観等） 

 (7)  工事請負業者の選定にあたっては原則入札によること。また、施設整備

に係る補助金の交付を受ける場合には、補助内示後に入札を行うこと。 

 (8) 低所得の利用者等に対する負担軽減について十分に配慮すること。 

 (9) スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び自動火災報知設備の感知器

の作動と連動して起動し、消防機関へ通報する火災報知設備を設置するこ

と。 

 (10) 原則として、事業所所在地は応募の際の所在地から変更を行わないこ

と。 

(11) 土地・建物に原則として抵当権・根抵当権が設定されていないこと。 

   ただし、次の場合は例外として取り扱うこともありますので、ご相談く

ださい。 

 ア. 当該地域密着サービスを整備するための借入金を被担保債権とする抵

当権の設定 

イ．抵当権について抹消が確実な場合 

(12)原則として、令和８年３月末までに開設すること。 

(13)整備予定地が市街化区域であること。 

(14)整備予定地が原則として「立川市洪水ハザードマップ」の浸水区域等に該

当しない区域であること。該当する場合は、安全上必要な対策を講じること。 

(15) 地域に向けて看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供することを評

価し、同一建物内又は同一敷地内に高齢者向け集合住宅（サービス付き高齢

者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等）を併設する場合などは、評価が低く

なることがあります。 
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５. 施設整備やサービスの開始に伴う補助金について 

 

施設整備に係る補助制度の主旨としては、事業者の施設整備に係る負担を

軽くすることで利用者の負担軽減を図るためのものですので、趣旨をご理解

の上、計画してください。 

(1) 整備に係る補助は、東京都の「地域密着型サービス等整備費推進事業」を

財源として実施する予定です。今回の公募により立川市から選定された場合

であっても、東京都の補助金等の交付対象とならなかった場合には、補助金

は交付されません。 

(2) 選定された事業者が補助を受けるためには、この要項とは別に、補助金の

交付を定めた要綱に基づく事前協議、交付申請、実績報告等が必要となりま

す。 

(3) 補助金を受けるにあたっては、東京都や立川市の補助要綱等の条件を守っ

ていただく必要があります。 

(4) 土地所有者（オーナー）が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備

する場合は、補助金の交付決定を行う際に、オーナーと立川市との間で事業

の継続や財産処分に関する協定書の締結やオーナーの法定相続人から財産処

分に係る同意書の提出等が必要となります。また、工事竣工後に運営事業者

の当該建物に係る賃借権登記が必要です。補助金の実績報告において、登記

事項証明書により賃借権登記がされていることを確認します。 

 

＜施設整備等にかかる東京都の補助金について＞ 

（1）東京都地域密着型サービス等施設整備推進事業補助金（令和7年4月１日現在） 

 （2）東京都施設開設準備経費等支援事業補助金 

 

                                          

６. 応募方法 

 

(1) 応募について 

事前届出書を提出後、受付期間内（令和７年６月２日から６月３０日）に

来庁し必要書類を提出してください。 

 

(2) 質問の受付及び回答について 

この募集に関する質問につきましては、別紙『令和７年度 立川市「地域

密着型サービス事業者公募」に関する質問票』により、ＦＡＸや電子メー

ルにてご提出ください。回答については、質問をした事業者名は伏せます

対象施設 基本単価 加算単価 

看護小規模多機能型

居宅介護事業所 

39,600,000円 

(１施設) 

63,460,000円 

（宿泊定員９人の場合） 

補助率 都10/10 都3/4、市1/4 

対象施設 基本単価 

看護小規模多機能型

居宅介護事業所 

989,000円 

(定員1人) 

補助率 都10/10 
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が、質問を含めて応募事業者すべてにお知らせし、立川市ホームページに

公表します。 

 

(3) 留意事項 

 応募書類については別冊様式２「令和7年度地域密着型サービスの応募に係

る提出書類一覧」のとおりです。 

 

 ※ 提出部数は、正本１部 副本10部ご用意ください。 

 ※ 正本副本とも、パイプファイル等に綴じ、番号・書類名のインデックス

を作成し、貼り付けてください。 

 ※ 副本は、事業者名が判別できる固有名詞等については黒塗り等で見えな

いように修正してください。 

 ※ 応募書類を提出した後は、原則として事業者の都合による内容の変更、

追加等は認めません。また、提出書類は返却いたしません。 

 ※ 立川市情報公開条例に基づき、応募された書類を開示することがありま

す。結果の公表等必要な場合には、立川市は応募書類等の内容を無償で

使用できるものとします。 

 

７. 審査・選定方法 

(1) 事業者の選定において、提出された応募書類の審査や、必要に応じて計

画予定地の実地調査、応募事業者のプレゼンテーション形式によるヒアリ

ング等を行い、評価基準に基づき、介護保険運営協議会の意見を踏まえて

決定します。 

 

(2) 審査の結果によっては、応募数が募集数の範囲内であっても事業者を選

定しない場合があります。選定の結果については事業者に文書で通知し、

立川市ホームページでも公表します。 

 

８. 選定後の流れ 

(1)結果通知 

  審査の結果は、全ての応募事業者に対しそれぞれ文書によって通知します。 

 

(2)選定から指定・開設まで 

  指定を前提とした事前協議を行います。選定された応募事業者は、自己資

金、借入金、補助金等により事業所を整備し、指定地域密着型サービス事業

所としての指定を受けた後は、自ら運営していただきます。   

 

９. 応募にあたっての留意事項 

(1)応募書類提出後の取下げ 

 応募を取下げる場合は、取下書（任意様式）を提出してください。 

  

(2)関係法令に関する手続き 

 老人福祉法、都市計画法、建築基準法、消防法、バリアフリー法等の関係法

令の規定を遵守するほか、関係する法令等に沿った事業計画としてくださ
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い。詳細については、各関係部署に事前に相談してください。 

 

(3)その他の留意事項 

 ①応募事業者は、応募書類の提出をもって応募要件等を承認したものとみな

します。 

 ②応募にあたっての費用は全て応募事業者の負担になります。 

 ③提出書類は、理由を問わず返却いたしません。 

 ④応募の状況等の問い合わせには一切回答できません。 

 ⑤応募書類は、立川市情報公開条例に基づき開示することがあります。 

 ⑥本事業者選定は、介護保険法上の指定を確約するものではありません。 

 

１０. 禁止事項と欠格事項 

  (1)審査前に、次のいずれかに該当した場合、審査を行うことなく不適とし

ます。 

   ①介護保険運営協議会又は地域密着型サービス調査検討会の委員に対

し、直接、間接を問わず連絡又は接触した場合 

   ②市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

 

  (2)審査に、次のいずれかに該当した場合、不適とします。 

   ①提出書類の内容に、重大な不備及び虚偽があったと認められる場合 

   ②建設場所、サービス種類の変更があった場合 

   ③市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

   ④応募後に応募資格に適合しないことが判明した場合又は適合していな

いことが判明した場合又は適合しなくなった場合 

 

11．スケジュール 

 

令和７年６月２日（月）      応募書類・受付開始 

令和７年６月末まで 応募書類・受付終了 

令和７年７月上旬 

   書類審査及び応募事業者によるによ

るプレゼンテーション形式によるヒ

アリングの実地 

令和７年７月中旬～下旬 結果通知・公表 
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12．問合せ先 

 

 立川市保健医療部介護保険課事業者係 

 ℡  042-523-2111 内線1441 

 FAX  042-522-2481 


